
プロポーザル方式による事業者選定結果表 

プロポーザルに付した事項 
担当課 都市整備部都市計画課 

契約名 淡路市都市計画マスタープラン策定支援業務 

審査の日時 令和６年９月２１日 

審査の場所 淡路市役所２号館２階第４会議室 

予定価格 契約予定金額 

２４，０００，０００円 ２３，３０９，０００円 

当選基準点（当選要件） 
ヒアリング審査の最低基準点（満点の 6割）を満たす者であって、一次審

査と価格審査との合計点が最も高い者 

候補者名 株式会社地域計画建築研究所 総合点 １１５点 

番号 提案者氏名（五十音順） 候補者の選定理由 

１ 株式会社ウエスコ 

本業務を遂行するに当たり、類似の実績が多く、企画力・技術力に優れており、また、 

本市の現状及び課題を最も把握しているため。 

２ 株式会社地域計画建築研究所 

３ 日本工営都市空間株式会社 

４ 株式会社パスコ 

５  

※参加者名称（五十音順） 

総合点 

（点数順） 

点数順位 
価格評価点 

（Ａ） 

技術評価点 

（Ｂ） 

審査合計点 

（Ａ）+（Ｂ） 
備 考 

１ ９ １０６ １１５ 受託候補者 

２ １０ １０２ １１２ 次点受託候補者 

３ １０ ９１ １０１  

４ ９ ７９ ８８  

５     

契約予定金額 ￥２３，３０９，０００－  （うち消費税及び地方消費税）￥２，１１９，０００－ 

＜プロポーザルに参加する者に必要な資格＞ 

(１) 本プロポーザルに参加しようとする事業者（以下「参加者」という。）は、次に掲げる要件の全てを

満たすものとする。なお、共同企業体による参加は、できない。 

 ア 建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７号）の「都市計画及び地方計画部門」

の登録を受けている者であること。 

イ 近畿地方（兵庫県、大阪府、京都府、和歌山県、奈良県及び滋賀県）に本社又は営業所があり、企画

提案書を提出する時点において、淡路市競争入札参加資格者名簿の「測量・建設コンサルタント」部門

の「都市計画及び地方計画」に登録されていること。 



ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

エ 淡路市指名停止基準に関する規程（平成１７年淡路市訓令第２１号）の規定に基づく指名停止の措置

を受けている者でないこと。 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更正手続開始の申請申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続の申立てがなされている者（当該

更生手続開始の申立て又は再生手続開始の申立てがなされている場合であっても、更生計画の認可又は

再生計画の認可の決定が確定したものを除く。）でないこと。 

カ 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定による清算の開始又は破産

法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定による破産手続開始の申立てがなされ

ている者でないこと。 

キ 商法（明治３２年法律第４８号）に基づく会社整理の申立てがなされている者でないこと。 

ク 淡路市暴力団排除条例（平成２５年淡路市条例第９号）第２条第１号に定める暴力団、同条第２号に

定める暴力団員及び同条第３号に定める暴力団密接関係者に該当する者でないこと。 

ケ 過去１０年以内（平成２６年度以降）において、近畿地方内の地方公共団体が発注する都市計画マス 

タープランの策定又は改訂支援業務を元請として履行した実績を有する者であること。 

 

履行場所  淡路市内  


